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※本文中の「具体的施策事業の概要」の中にある担当局の略称の意味は次のとおりです。 
 総：総務企画局、財：財政局、市：市民文化局、経：経済労働局、環：環境局、健：健康福祉

局、こ：こども未来局、ま：まちづくり局、建緑：建設緑政局、港：港湾局、臨：臨海部国際

戦略本部、上下：上下水道局、交：交通局、病：病院局、消：消防局、教：教育委員会、区：

各区役所 


